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月
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大
学
に
お
け
る
英
語
授
業
の
外
部
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

大
学
等
に
お
け
る
英
語
授
業
の
外
部
化
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日
付
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
、
平
成

二
十
八
年
四
月
二
十
日
付
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
及
び
平
成
二
十
八
年
五
月
九
日
付
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
を

踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

大
学
に
お
け
る
学
部
設
置
に
当
た
っ
て
文
部
科
学
省
に
提
出
さ
れ
る
「
教
員
人
事
」
名
簿
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
付
答
弁
書
「
二
の
�
の
（
一
）
の
（
�
）
の
ア
及
び
ウ
並
び
に
（
�
）
の
ア
及
び
ウ
に
つ
い

て
」
に
お
い
て
、
「
大
学
の
設
置
等
に
係
る
提
出
書
類
の
作
成
の
手
引
」
に
よ
り
文
部
科
学
省
に
提
出
す
る
「
教
員
名
簿
」

に
記
載
さ
れ
る
べ
き
者
は
、
シ
ラ
バ
ス
を
作
成
し
、
単
位
を
認
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請

け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
、
同
答
弁
書
「
二
の
�
の
（
一
）
の

（
�
）
及
び
（
二
）
の
（
�
）
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ

れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
者
は
学
長
の
指
揮
命
令
権
の
下
で
当
該
校
務
に
従
事
す
る
者
で
は
な
い
た
め
、
学
校
教
育
法
第

九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
日
付
質
問
主
意
書
で
具
体
的
事
例
と
し
て
示
し
た
平
成
二
十
七
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た

一



Ａ
大
学
Ｂ
学
部
の
設
置
に
際
し
て
文
部
科
学
省
に
提
出
さ
れ
た
「
教
員
人
事
」
名
簿
で
は
、
Ａ
大
学
Ｂ
学
部
の
第
一
年
次
の

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
は
、
「
兼
任
」
の
「
講
師
」
で
あ
る
調
書
番
号
二
十
九
番
、
三
十
八
番
及
び
三
十

九
番
の
外
国
人
が
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
＆
リ
ス
ニ
ン
グ
�
及
び
�
を
担
当
し
、
ま
た
、
三
十
四
番
及
び
四
十
番
の
外
国
人
が
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
＆
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
�
及
び
�
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
部
科
学
省
に
よ
り
学
部
設
置
届

出
が
受
理
さ
れ
、
定
員
増
が
認
可
さ
れ
て
、
Ｂ
学
部
が
開
設
さ
れ
る
や
、
Ａ
大
学
Ｂ
学
部
で
は
Ｙ
准
教
授
を
第
一
年
次
の

「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
授
業
す
べ
て
を
行
う
担
当
教
員
と
し
て
い
る
。
Ａ
大
学
で
は
、
Ｂ
学
部
設
置
の

学
内
で
の
作
業
の
段
階
か
ら
、
同
学
部
の
英
語
授
業
に
つ
い
て
は
外
部
委
託
を
す
る
こ
と
が
既
定
方
針
と
な
っ
て
い
た
。
外

部
委
託
の
方
式
も
Ａ
大
学
の
他
学
部
で
行
わ
れ
て
い
た
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ

て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
に
よ
る
英
語
授
業
で
あ
り
、
Ｂ
学
部
設
置
に
際
し
て
文
部
科
学
省
に
届
け
出
た

「
教
員
人
事
」
名
簿
に
は
、
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る

外
国
人
「
講
師
」
を
掲
載
し
て
い
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
質
問
す
る
。

（
一
）

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
付
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
Ａ
大
学
Ｂ
学
部
の
具
体
的
事
例
の
場
合
、
大
学
に
お
け
る
学

二



部
設
置
に
当
た
っ
て
文
部
科
学
省
に
提
出
さ
れ
る
「
教
員
人
事
」
名
簿
に
掲
載
す
る
べ
き
は
、
「
Ｙ
准
教
授
」
で

あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し
な
い
請
負
契
約
に

よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
良
い
か
確
認
し
た
い
。

（
二
）

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
付
答
弁
書
「
四
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
文
部
科
学
省
は
、
大
学
の
設
置
等
の
認
可

の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
学
部
等
の
設
置
の
認
可
を
受
け
た
者
又
は
届
出
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
認
可
又
は
届
出
に
係
る
学
部

等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
等
（
以
下
「
設
置
計
画
等
」
と
い
う
。
）
の
履
行
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
を
毎

年
行
っ
て
お
り
、
そ
の
調
査
の
結
果
、
当
該
設
置
計
画
等
と
そ
の
履
行
の
状
況
が
異
な
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
設
置
計
画
等
の
と
お
り
履
行
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
提
出

さ
れ
た
「
教
員
人
事
」
名
簿
に
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当

し
な
い
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講

師
」
が
記
載
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、
「
当
該
設
置
計
画
等
の
と
お
り
履
行
す
る
」
こ
と
は
誤
っ
た
指
導
と
な
る
と
思

三



わ
れ
る
が
、
Ａ
大
学
Ｂ
学
部
の
具
体
的
事
例
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
「
指
導
」
を
行
う
こ
と
に
な
る
の

か
、
伺
い
た
い
。

（
三
）

大
学
に
お
け
る
学
部
設
置
に
当
た
っ
て
文
部
科
学
省
に
提
出
さ
れ
る
「
教
員
人
事
」
名
簿
に
つ
い
て
、
Ａ
大
学
Ｂ

学
部
の
設
置
届
出
の
際
に
は
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し

な
い
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講

師
」
を
掲
載
し
て
お
き
、
学
部
設
置
後
に
は
Ｂ
学
部
設
置
の
作
業
の
段
階
か
ら
既
定
方
針
の
と
お
り
、
専
任
教
員
で

あ
る
Ｙ
准
教
授
が
、
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し
な
い
請

負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
が
行

う
授
業
を
す
べ
て
担
当
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
は
、
「
学
部
等
の
設
置
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
に
お
い
て
、

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
か
、
伺
い
た
い
。
ま
た
、
該
当
し
な
い
場

合
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

（
四
）

Ａ
大
学
Ｂ
学
部
の
設
置
の
際
に
文
部
科
学
省
に
提
出
さ
れ
る
「
教
員
人
事
」
名
簿
で
、
調
書
番
号
二
十
九
番
、
三

十
八
番
及
び
三
十
九
番
の
外
国
人
が
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
＆
リ
ス
ニ
ン
グ
�
及
び
�
を
担
当
し
、
ま
た
、
三
十
四
番
及
び

四



四
十
番
の
外
国
人
が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
＆
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
�
及
び
�
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
す

べ
て
専
任
教
員
で
あ
る
Ｙ
准
教
授
が
担
当
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
Ｙ
准
教
授
が
担
当
す
る
授
業
数
は
明
ら
か
に
過

大
な
も
の
で
あ
る
た
め
Ｙ
准
教
授
が
担
当
す
る
授
業
を
減
ら
す
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
と
な
る
の
か
、
そ
の
Ｙ
准
教

授
が
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し
な
い
請
負
契
約
に
よ
り

大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
を
活
用
し
て
複
数
の

授
業
科
目
の
授
業
を
別
々
の
場
所
に
お
い
て
同
時
に
実
施
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
「
教
員
人
事
」
名
簿
は
適
正
な
も
の

と
し
て
何
ら
の
「
指
導
」
も
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
又
は
、
そ
の
段
階
で
労
働
者
派
遣
法
と
の
抵
触
を
確

認
す
る
「
指
導
」
を
行
う
こ
と
と
な
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

二

「
大
学
が
担
当
教
員
以
外
の
者
を
授
業
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担
当
教
員
を
同
じ
く
す
る
複
数
の
授
業
科
目

の
授
業
が
別
々
の
場
所
に
お
い
て
同
時
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
」
こ
と
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
付
答
弁
書
「
二
の
�
の
（
一
）
に
つ
い
て
」
で
、
「
大
学
が
担
当
教
員
以
外
の
者
を
授
業
に

お
い
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担
当
教
員
を
同
じ
く
す
る
複
数
の
授
業
科
目
の
授
業
が
別
々
の
場
所
に
お
い
て
同
時
に
実

施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
」
具
体
例
と
し
て
、
「
例
え
ば
、
実
技
を
伴
う
授
業
科
目
に
お
い
て
授
業
と
し
て
実
技
を
行
う

五



際
に
労
働
者
派
遣
契
約
に
基
づ
き
当
該
実
技
を
監
督
し
得
る
者
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
授
業
科
目
の
担
当
教
員
は

当
該
実
技
を
行
う
場
所
と
は
別
の
場
所
に
お
い
て
当
該
授
業
科
目
と
は
別
の
授
業
科
目
の
授
業
を
実
施
す
る
場
合
」
を
示
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
「
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
」
、
「
学
校
教
育
法
、
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
の
規
定
に

則
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
尋
ね
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
答
弁
い
た
だ
い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
質
問
す
る
。

（
一
）

具
体
例
と
し
て
示
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
事
例
に
お
い
て
、
「
実
技
」
で
は
な
く
「
実
技
に
と
ど
ま
ら
な
い
英
語

の
授
業
」
を
行
い
、
ま
た
、
そ
の
「
英
語
の
授
業
」
を
「
労
働
者
派
遣
契
約
」
で
は
な
く
契
約
の
法
的
性
格
か
ら
学

長
が
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
請
負
契
約
」
に
基
づ
き
、
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ

の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し
な
い
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る

外
国
人
「
講
師
」
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
授
業
科
目
の
担
当
教
員
は
当
該
実
技
を
行
う
場
所
と
は
別

の
場
所
に
お
い
て
当
該
授
業
科
目
と
は
別
の
授
業
科
目
の
授
業
を
実
施
す
る
場
合
も
、
「
大
学
が
担
当
教
員
以
外
の

者
を
授
業
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
担
当
教
員
を
同
じ
く
す
る
複
数
の
授
業
科
目
の
授
業
が
別
々
の
場
所

六



に
お
い
て
同
時
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
」
具
体
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
伺
い
た
い
。

（
二
）

Ａ
大
学
Ｂ
学
部
に
お
い
て
Ｙ
准
教
授
が
第
一
年
次
の
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
」
の
授
業
を
学
校
教

育
法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し
な
い
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務

を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
を
活
用
し
て
、
複
数
の
授
業
科
目

の
授
業
を
別
々
の
場
所
に
お
い
て
同
時
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｂ
学
部
長
が
「
個
別
具
体
的
な
状
況
に

即
し
て
」
「
学
校
教
育
法
、
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
の
規
定
に
則
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
か
否

か
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
文
部
科
学
省
及
び
東
京
都
労
働
局
に
出
向
い
て
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
文
部
科
学
省

及
び
東
京
都
労
働
局
か
ら
は
何
ら
問
題
の
指
摘
は
な
く
、
学
校
教
育
法
、
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
へ
の
抵
触

は
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
事
実
か
、
伺
い
た
い
。

三

請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
に
よ
る

外
国
語
授
業
に
つ
い
て
の
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
へ
の
抵
触
の
判
断
に
つ
い
て

（
一
）

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
付
答
弁
書
の
「
三
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
「
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
、
大
学
に
お
け
る
請
負
契
約
等
に
関
す
る
留
意
点
に
つ
い
て
学
校
法
人
等
に
示
す
と
と
も
に
、
当
該
留
意
点
に
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つ
い
て
大
学
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
大
学
に
対
し
都
道
府
県
労
働
局
へ
の
確
認
を
促
す
な
ど
、
労
働

関
係
法
令
の
適
正
な
運
用
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
大
学
が
、
学
校
教
育
法
第
九
十
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
そ
の
他
必
要
な
職
員
」
に
も
該
当
し
な
い
請
負
契
約
に
基
づ
き
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ

た
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
を
活
用
し
て
英
語
授
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
、

大
学
側
か
ら
自
ら
進
ん
で
、
具
体
的
か
つ
正
確
な
資
料
を
提
供
し
て
、
当
該
授
業
が
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法

等
の
関
係
法
令
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
照
会
を
す
る
こ
と
は
、
通
常
期
待
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
政

府
は
、
大
学
側
に
任
せ
て
お
け
ば
、
自
ら
進
ん
で
具
体
的
か
つ
正
確
な
資
料
を
提
供
し
て
当
該
授
業
が
学
校
教
育
法

や
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
に
抵
触
す
る
か
否
か
を
照
会
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

ま
た
、
大
学
側
か
ら
、
自
ら
進
ん
で
具
体
的
か
つ
正
確
な
資
料
を
提
供
し
て
、
当
該
授
業
が
学
校
教
育
法
や
労
働

者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
照
会
を
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
、
教
育
現
場
に
お
け
る
法
令
順
守
を
徹
底
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、

伺
い
た
い
。

（
二
）

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
付
答
弁
書
の
「
三
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
「
今
後
、
文
部
科
学
省
の
主
催
す
る

八



全
国
の
大
学
を
対
象
と
し
た
会
議
等
を
通
じ
て
、
各
大
学
に
お
け
る
外
国
語
科
目
等
の
教
育
活
動
の
実
態
等
を
把
握

し
」
と
回
答
し
、
平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
付
答
弁
書
の
「
二
の
�
の
（
二
）
に
つ
い
て
」
で
、
「
「
単
位
を
授

与
す
る
こ
と
は
学
校
教
育
法
上
適
正
な
行
為
と
判
断
さ
れ
」
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
授
業
科
目
の
授
業
が

担
当
教
員
の
定
め
る
各
授
業
時
間
ご
と
の
指
導
計
画
の
下
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
否
か
な
ど
授
業
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
担
当
教
員
が
十
分
に
把
握
し
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
学
生
の
成
績
評
価
を
行
う
な
ど
の
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ

て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
様
々
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
」
と
述
べ
、

ま
た
、
「
「
乙
講
師
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
法
上
適
正
な
行
為
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て

は
、
（
中
略
）
授
業
の
開
始
前
や
終
了
後
の
働
き
方
を
含
め
た
様
々
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
個
別
具
体
的
に

判
断
す
る
必
要
が
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
法
及
び
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
に
抵
触
し
て

い
な
い
か
ど
う
か
は
「
様
々
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
回

答
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
「
各
大
学
に
お
け
る
外
国
語
科
目
等
の
教
育
活
動
の
実
態
等
を
把
握
」
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
様
々

な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
程
度
に
そ
の
実
態
等
を
把
握
す
る
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こ
と
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
伺
い
た
い
。
ま
た
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
え
ば
、
あ
る

い
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
、
「
様
々
な
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
」
こ
と
が

可
能
と
な
る
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。

四

私
立
大
学
に
お
け
る
外
国
語
授
業
に
つ
い
て
の
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
へ
の
抵
触
の
判
断
を
行
う

べ
き
責
任
主
体
に
つ
い
て

私
立
大
学
に
お
け
る
外
国
語
授
業
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
が
遵
守
さ
れ
る
た
め
に

は
、
学
校
法
人
及
び
大
学
に
対
し
て
、
そ
の
責
任
と
権
限
を
明
確
に
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
質
問
す

る
。

（
一
）

私
立
大
学
に
お
け
る
外
国
語
授
業
に
つ
い
て
の
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
へ
の
抵
触
の
判
断

を
行
う
に
当
た
っ
て
、
私
立
学
校
法
第
三
十
六
条
を
根
拠
と
し
て
「
ど
の
よ
う
な
組
織
に
お
い
て
も
、
最
終
的
な
意

思
決
定
を
行
う
機
関
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
組
織
を
運
営
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
校
法
人
の
運
営

に
お
い
て
最
終
的
な
意
思
決
定
を
行
う
権
限
は
、
全
て
理
事
会
に
あ
る
。
学
校
法
人
が
設
置
す
る
大
学
は
、
学
校
法

人
か
ら
独
立
性
を
有
す
る
自
立
し
た
団
体
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
学
校
法
人
内
部
の
一
組
織
で
あ
る
（
一
般
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企
業
に
お
け
る
部
、
局
そ
の
他
の
組
織
に
該
当
す
る
）
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
い
う
考
え
は
適
切
か
ど
う

か
、
伺
い
た
い
。

ま
た
、
こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
学
校
法
人
が
設
立
す
る
「
大
学
に
お
け
る
外
国
語
科
目
等
の
教
育
活
動
の
実
態
」

を
勘
案
し
て
の
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法
等
の
関
係
法
令
の
遵
守
に
つ
い
て
の
一
切
の
責
任
と
権
限
は
、
学
校

法
人
の
理
事
会
に
あ
り
、
大
学
の
学
長
に
は
何
ら
の
責
任
と
権
限
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
良
い
か

ど
う
か
、
伺
い
た
い
。

（
二
）

「
我
が
国
の
大
学
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
教
学
面
と
経
営
面
と
が
別
々
の
法
体
系
で
規

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
体
系
が
大
学
に
適
用
さ
れ
て
い
る
点
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
」
（
「
大
学
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
（
審
議
ま
と
め
）
」
（
平
成
二
十
六
年
二
月
十
二
日
付
中
央
教
育
審
議
会
大
学
分

科
会
）
十
頁
）
と
の
見
解
は
、
私
立
大
学
に
お
け
る
外
国
語
授
業
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
法
や
労
働
者
派
遣
法
等
の

関
係
法
令
の
遵
守
に
係
る
責
任
と
権
限
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
か
、

伺
い
た
い
。

例
え
ば
、
学
生
へ
の
単
位
認
定
が
学
校
教
育
法
に
抵
触
す
る
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
第

一
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三
項
に
基
づ
き
大
学
の
学
長
が
責
任
と
権
限
を
有
し
、
他
方
、
請
負
契
約
に
よ
り
大
学
の
校
務
を
請
け
負
っ
た
事
業

者
に
雇
用
さ
れ
て
当
該
校
務
に
従
事
す
る
外
国
人
「
講
師
」
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
労
働
者
派
遣
法
に
抵
触
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
法
第
三
十
六
条
に
よ
り
学
校
法
人
の
理
事
会
が
そ
の
責
任
と
権
限
を
有
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

一
二


